
 

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ０ 日 

中部近畿産業保安監督部 

保 安 課 

 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律改正  

第１２次地方分権一括法公布について 

 

 

 

 

 第１２次地方分権一括法（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律）について、令和４年５月１３日（金）に成立し、本日５月２０日

（金）に公布されましたことをお知らせいたします。 

 

 

【液石法改正内容】 

都道府県知事の事務・権限（販売事業の登録、保安機関の認定、貯蔵施設の設置許可等）を指

定都市の長に移譲するもの。（令和５年４月１日施行）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方分権室ホームページ 

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-

index.html#houritsu_r040304 

 

 

官報 令和４年５月２０日（号外 第１０８号） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（四四）         

https://kanpou.npb.go.jp/20220520/20220520g00108/20220520g001080000f.html 
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